
中山間交流　企要-1 

令和８年度中山間地域交流促進事業委託業務 
プロポーザルに関する企画提案書作成要領 

 

１　提出書類 

　　提出書類、様式及び提出部数を次表に示します。 

　　※様式に沿った内容を満たすものであれば任意の様式に替えて差し支えないが、その場合 

には書類の右上に様式番号を付すこと。 

 

２　提出方法 

　以下の方法により提出すること（（１）及び（２）ともに） 

　　（１）持参又は郵送（書留郵便又は配達証明に限る。） 

　　（２）電子メール（データはＰＤＦ仕様） 

 

３　提出期限 

　　令和８年３月24日（火）12時必着 

　　※この期限までに必要書類の全ての提出がないものは、受付することができませんのでご

注意ください。 

 

４　提出・問い合わせ先 

　　〒780－8570　高知県高知市丸ノ内１丁目２番20号 

　　高知県総合企画部　中山間地域対策課 大川、嶋崎 

 ＴＥＬ　088-823-9602　　E-mail　080601@ken.pref.kochi.lg.jp 

 

５　受理の通知 

　　提出いただいた書類が期限までに到着し受付されたときは、提出者に対して書類が到着し

たことをお知らせする電子メールを送信します。 

 
様式 

番号
提出書類の名称

提出 

部数
 

１－１

企画提案書 

（表紙、内容、補足資料

（自由様式）含む）

（１）　正本１部、副本10部 

（２）　電子データ一式

 
１－２ スケジュール

 
１－３ 実施体制図

 
１－４ 経費見積書

 
１－５ 県が推進する施策への取組
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６　企画提案書提出についての留意事項 

（１）持参による提案書提出の受け付けは、平日（祝日を除く月曜から金曜）の午前９時から

午後５時までとします。 

（２）１者あたり１提案を限度とし、それを超える提案を行った場合は、全てを無効とします。 

（３）企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は認めません。 

（４）提出された企画提案書が次項に該当するときは無効となる場合があります。 

　　・虚偽の内容が記載されているもの 

　　・企画提案書の内容や提出方法等が本要領の規定に適合しないもの 

（５）専門用語は極力用いないでください。やむを得ず用いる場合でも必要最小限の使用にと

どめ、注釈を記載する等、平易な表現にしてください。 

（６）文字だけの説明でなく、図や表、絵コンテなども使用し、見やすい提案書にしてくださ

い。 

（７）審査委員は提案書を基に審査し、県は候補者の提案書を基に交渉を行うので、契約時に

履行できないと思われるような誇張した記述や、様々な意味に解釈されるような紛らわし

い記述はしないでください。 

 

７　企画提案書の記載方法 

（１）様式等 

①　Ａ４またはＡ３の用紙を使用し、Ａ３の用紙を使用する場合には、Ａ４の大きさに折　　

って編纂してください。 

②　提案書の表紙には、団体名、所在地、代表者名、窓口担当者、連絡先の情報を記載し

てください。 

③　全て片面印刷とし、目次とページ番号を入れてください。 

（２）企画提案書 

①　「委託業務仕様書」の項目にあわせて、できる限り具体的に記載してください。 

②　記載内容を補足する添付資料がある場合は適宜添付してください（自由様式）。 

③　事業の一部を再委託する場合は、再委託する内容とその合理的な理由を記載してく

ださい。 

④　国又は地方公共団体との間において、過去２年以内に履行した当該業務に類する業務　　

の実績がある場合は、「企画提案様式１－１」に記載してください。また、記載内容

を補足する添付資料がある場合は適宜添付してください（契約書の写しなど）。 

（３）経費見積書 

①　別紙の様式を参考に記載してください。 

　　②　事業の一部を再委託する場合は、再委託先に支払う経費とその内訳が明らかになるよ 

うに記載してください。  
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（４）県が推進する施策への取組（※加点要件） 

①　以下のいずれかの項目に該当する場合は、別紙の様式に記載してください。 

　　②　該当する項目に対して以下の提出資料を添付してください。 

③　該当する項目がない場合は、提出は不要です。 

 
 項目 提出資料
 

参加者が県内事業者（高知県内に本
店を有する者、または、高知県内に本
店を有する者を構成員に含む共同企
業体）である

「競争入札参加資格者登録名簿」の写し 
※共同企業体である場合は協定書の写しも併せて

提出してください。

 

再委託を予定しており、再委託先が
高知県内に本店を有する者である

「参加者と再委託先の協定等」の写し 
（様式に定めはありませんが、以下の項目を満たす
ようにしてください。 
・参加者と再委託先の住所、事業者名、代表者役職
及び氏名が記載され、両者の署名等がされているこ
と 
・再委託の業務内容、期間及び契約金額（予定） 
・参加者と県が契約を締結後、再委託を確実に実施
すること）

 

全ての業務を参加者が実施し、再委

託をしない

委託をしない旨の誓約書 
（様式に定めはありませんが、参加者の住所、事業
者名、代表者役職及び氏名、再委託を実施しないこ
とを誓約する旨を満たすようにしてください。）

 

高知県ワークライフバランス推進企
業の認証を受けている

「高知県ワークライフバランス推進企業認証書」の
写し 
※複数の部門で認証を受けている場合は、すべての

認証書を提出してください。

 

こうち男性育休推進企業に登録して
いる

特設サイト「高知のイマドキ夫婦はブンタン夫婦」
の「こうち男性育休推進企業」紹介ページに掲載さ
れている自社の情報をプリントアウトしたもの 
https://www.pref.kochi.lg.jp/buntanfuufu/comp
any/

 
こうち SDGs推進企業に登録している 「こうちＳＤＧｓ推進企業登録証」の写し


